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姶良市農業委員会臨時総会 議事録 

 

１ 開催日時 令和８年３月２３日（月）午後２時から 

 

２ 開催場所 姶良市役所 本館４Ｆ 入札室 

 

 出席委員（１８人） 

委 員 

１番  

２番  

３番  

４番  

５番  

６番  

７番  

８番  

９番  

１０番  

猶木 悟 

大重 孝司 

市薗 由美子 

市野 たつ子 

長野 洋一 

杉尾 敏憲 

三宅 利秋 

（欠番） 

緒方 清隆 

内甑 達也 

１１番  

１２番  

１３番  

１４番  

１５番  

１６番  

１７番  

１８番  

 １９番  

 

白尾 親昭 

平 富士夫 

牧野田 隆平 

宮原 千年 

森山 良久 

橋本 好文 

松元 信道 

山下 妙子 

夏田 恒 

 

  【欠席委員なし】 

 

３ 議事日程 

  日程第１   臨時議長の選出について 

  日程第２   議席番号の決定について 

  日程第３   議事録署名委員の指名について 

  日程第４   会議書記の指名について 

  日程第５   会長互選について 

         （会長就任あいさつ） 

  日程第６   会長職務代理者の互選について 

         （会長職務代理者就任あいさつ） 

  日程第７   農地利用最適化推進委員の承認について 

 

４ その他    事務局連絡事項 
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５ 農業委員会事務局職員 

  事務局長 

  事務局長補佐兼農地係長 

  振興係長 

  農地係主幹 

  農地係主任主査 

  農地係主査 

  振興係主任主査 

  加治木分室長（加治木地域振興課 課長補佐兼加治木地域振興係長） 

  蒲生分室長（蒲生地域振興課 課長補佐兼蒲生地域振興係長） 
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事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委 員 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 会が始まります前に、携帯電話をお持ちの方は電源をお切りいただ

くか、マナーモードに設定をしていただきますようお願いいたしま

す。 

 本日は、先ほど市長より農業委員の辞令が交付されました。農業 

委員任命後、最初に行われる総会は、市町村長が招集する旨が「農業

委員会等に関する法律第２７条第１項」に規定されております。従い

まして、今回は、その条項により市長が招集したものです。 

 議事日程の臨時議長が選出されるまでの間、事務局において進行 

させていただきます。進行は、私、農業委員会事務局長の小濵と申し

ます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、本日が初めての総会でございますので、委員の皆様に 

簡単で結構ですので自己紹介をお願いいたします。 

 仮議席番号順に市薗委員からよろしくお願いします。 

 

（農業委員の自己紹介１番から１８番まで自己紹介） 

（農地利用最適化推進委員の自己紹介１番から１２番まで自己紹介） 

 

 ありがとうございました。 

 引き続きまして、農業委員会事務局の職員の紹介を致します。 

（事務局長より、事務局職員の役職及び氏名を紹介） 

 以上で、農業委員及び農地利用最適化推進委員、事務局職員の紹介

を終わります。 

 それでは、只今から、令和８年姶良市農業委員会臨時総会を開会い

たします。 

 皆さん、姿勢を正してください。 一同礼 

 

------------------- 日程第１ ------------------- 

 

それでは、議事日程に従いまして、会を進めてまいります。 

 日程第１、臨時議長の選出についてですが、本来であれば、会長が

議長を務め進行いたしますが、まだ会長が決定しておりませんので、

会長が選出されるまでの間、地方自治法第１０７条の規定の準用によ

り、年長委員が臨時に議長の職務を行うこととなっております。出席

の委員のなかで、最年長者でございます、白尾委員に臨時議長をお願

いしたいと存じますが、ご異議ございませんか。 
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委 員 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

臨時議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨時議長 

 

 

 

 

委 員 

 

臨時議長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

異議なし 

 

ご異議はないようです。ご承認いただき、ありがとうございます。 

それでは、白尾委員に臨時の議長をお願いします。 

 議長席に、ご着席ください。 

 

（白尾委員は、議長席に移動） 

 

 ただ今、臨時の議長の指名を受けました白尾です。 

 議事の進行につきましては、皆様のご協力を賜りますよう、よろし

くお願いいたします。 

 それでは、議事日程に従い会議を進めてまいります。 

 はじめに本日の出席委員は、１８名中１８人で、農業委員会等に関

する法律、第２７条第３項により、出席委員が過半数を超えています

ので、本会臨時総会が、成立していることを宣言いたします。 

 

------------------- 日程第２ ------------------- 

 

 次に、日程第２、議席番号の決定についてでございます。 

 あらかじめ五十音順で仮議席に着席いただいております。 

 ここで、お諮りいたします。本議席の抽選をする順番を、現在の 

仮議席順にしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

 

 異議なし 

 

 異議がないようです。ここで、皆さんに事前に申し上げますが、 

会長の議席は末尾の議席となります。 

会長が選出された場合、会長決定者と末尾議席に着席の委員は、 

その時点で席を交代していただきますことをご了承ください。 

 ここで、事務局より説明がございます。 

 

 ただ今から、議席の方を抽選で行っていきますが、補足説明いたし

ます。本日１８名出席していただいておりますが、農業委員は、定数 

１９名でございます。末尾が会長席ということで、本日は、1番から

１８番まで抽選していただき、この後会長互選がありますが、会長に

なられた委員は１９番に移行していただきます。そして、その委員の
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事務局 

 

 

臨時議長 

 

 

 

臨時議長 

 

 

 

 

臨時議長 

 

 

事務局 

 

 

 

臨時議長 

 

 

 

 

臨時議長 

 

 

 

 

臨時議長 

 

 

委 員 

 

臨時議長 

 

元の番号は、欠番として取り扱いさせていただきますので、ご了承く

ださい。 

 

 それでは、抽選を行います。 

 

（抽選の実施） 

 

ただいま、抽選が終わりました。ここで、議席番号一覧表を作成し配

付しますので、しばらく休憩します。 

 

（休憩）※議席番号表を配付 

 

 それでは、休憩前に引き続き会を再開します。 

 事務局より議席順に委員名を報告させます。 

 

 それでは、議席番号を報告いたします。 

（１番猶木委員から１８番山下委員まで報告） 

以上です。 

 

 事務局からの報告のとおり決定いたします。 

 それでは、ここでご自分の議席への移動をお願いします。 

 

（各委員 自席へ移動） 

 

 それでは、今後、総会における発言は、ご自分の議席番号と名前を

言ってから発言くださるようお願いいたします。 

 

------------------- 日程第３ ------------------- 

 

 次に日程第３、議事録署名委員の指名についてでありますが、臨時

議長の私からご指名申し上げて差し支えありませんか。 

 

 異議なし 

 

 それでは、議席番号１番猶木委員と、２番大重委員にお願いいたし

ます。 
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臨時議長 

 

 

 

 

臨時議長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

臨時議長 

 

 

 

 

 

臨時議長 

 

 

 

 

臨時議長 

 

委 員 

 

 

臨時議長 

------------------- 日程第４ ------------------- 

 

 次に、日程第４、会議書記の指名について、本日の会議書記には、

事務局職員の事務局長補佐兼農地係長と振興係長を指名いたします。 

 

------------------- 日程第５ ------------------- 

 

 次に、日程第５、会長の互選についてでございますが、農業委員会

等に関する法律第５条第２項の規定で、「会長は、委員が互選した者

をもって充てる。」こととなっています。 

 ここで、事務局の補足説明を求めます。 

 

 会長の選出方法についてでありますが、立候補または推薦とし、立

候補または推薦が１名だった場合は「投票による採決」とし、過半数

以上の賛成で会長と決定するものとします。また、立候補または推薦

が複数だった場合は、「投票による選挙」とし、得票数が一番多い委員

を会長と決定するものとします。なお、選挙の結果が同数の場合は抽

選で決定いたします。以上で説明を終わります。 

 

 ただ今、事務局から説明がありましたが、皆様のご意見を確認しな

がら進めたいと思います。まず、立候補及び推薦について、確認を致

します。立候補される委員の方は挙手をお願いします。 

 

（挙手の有無を確認） 

 

 立候補が無いようですので、次に推薦について確認します。推薦者

は挙手をお願いします。 

 

（挙手有り） 

 

 ６番杉尾委員どうぞ。 

 

 ６番杉尾です。 

 私は、８番夏田委員を推薦したいと思います。 

 

 ８番夏田委員への推薦がありましたが、他に推薦をされる委員は 
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臨時議長 

 

 

 

臨時議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

臨時議長 

 

 

 

 

 

臨時議長 

 

委 員 

 

臨時議長 

 

 

いらっしゃいませんか。 

 

（他に推薦なし） 

 

 それでは、８番夏田委員への推薦があり、他に立候補及び指名推薦

がありませんでしたので、ただ今から「投票による採決」を行います。 

まず、会長採決の出席委員数を発表します。出席委員は１８名であ

ります。 

 ここで、開票立会人を指名いたします。 

 ３番市薗委員、４番市野委員、５番長野委員を指名いたします。 開

票立会人は、開票の際に開票場で立会いをお願いします。 

 ただ今から「投票による採決」を行いますが、委員の皆さんにお願

いがございます。投票が終了するまでの間、席を離れないようにお願

いします。また、私語も謹んで頂きますようお願いします。 

 それでは、投票の方法について、事務局から説明をお願いします。 

 

 投票の方法について説明いたします。 

 この後、投票用紙をお配りいたします。委員のお名前を６名ずつお

呼びいたしますので、呼ばれた委員は、その投票用紙を持って、あち

らの記載台に行き、投票用紙に「賛成」の方は〇を、「反対」の方は×

をお書きください。なお、「〇と×」以外を記載した場合や、空白で投

票された場合は無効となりますのでご注意ください。 

 

ここで、投票箱の空虚確認を致します。 

投票箱の中に何も入っていないことを各委員に確認していただき

ます。事務局お願いします。 

 

（事務局が各委員に見えるように投票箱の中を見せる） 

 

各委員に確認いたします。投票箱に異常はありませんでしたか。 

 

（なし） 

 

異常がないものと認めます。 

 それでは、投票用紙を配付します。事務局、投票用紙を配付して 

ください。 
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臨時議長 

 

委 員 

 

臨時議長 

 

 

 

 

 

臨時議長 

 

委 員 

 

臨時議長 

 

 

 

 

 

臨時議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨時議長 

 

 

 

 

（事務局による投票用紙配付終了後） 

 

投票用紙の配付漏れはありませんか。 

 

（なし） 

 

投票用紙の配付漏れはないものと認めます。 

 それでは事務局が、６名ずつお名前をお呼びしますので、前の記載

台で〇又は×を記載し、順次、投票してください。 

 

（各委員の名前を６名ずつ呼び出し） 

 

 確認いたします。投票漏れはありませんか。 

 

（なし） 

 

投票漏れなしと認めます。投票を終了いたします。 

 それでは、ただ今から開票を行います。 

 開票立会人の委員は、開票場へ移動し、立会いをお願いいたします。 

 

（事務局で開票、点検を行い、終了後に結果を臨時議長に報告） 

 

それでは、ただいまの投票の結果を報告いたします。 

 投票総数１８票のうち、有効投票数１７票、無効投票数１票、有効

投票数のうち、賛成１７票、反対０票であります。 

 賛成多数で、会長夏田委員に決定いたしました。 

ここで、会長に互選されました夏田委員のあいさつをお願いしま

す。 

 

（会長就任あいさつ） 

 

夏田会長ありがとうございました。 

 以上で、委員の皆様のご協力をいただき、臨時議長としての責務を

無事終えることができました。 

 心からお礼を申し上げます。ありがとうございました。 
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事務局 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

会長が決定しましたので、これで白尾委員の臨時議長の任を解きた

いと思います。白尾委員、大変ありがとうございました。 

 どうぞ自席のほうへご移動ください。 

 

（白尾委員自席へ） 

 

 それでは、新会長が決まりましたので、会長の議席は末尾の議席と

なります。先ほどご説明したとおり、席の移動をお願いいたします。 

修正の議席番号表を後ほど配付します。それでは、新会長が決まり

ましたので、これから先の議事進行は、新会長にお願いいたします。

議長席のほうへご移動ください。 

 

------------------- 日程第６ ------------------- 

 

それでは、議事を進行します。日程第６、会長職務代理者の互選に

ついてでございます。 

 農業委員会等に関する法律第５条第５項の規定では、「会長が欠け

たとき、又は事故あるときは、委員が互選した者がその職務を代理す

る。」となっていることから、会長職務代理者の互選を行います。 

 ここで、事務局の補足説明を求めます。 

 

 会長職務代理者の選出方法ですが、会長の選出方法と同様に、立候

補または推薦とし、立候補または推薦が１名だった場合は「投票によ

る採決」とし、過半数以上の賛成で会長職務代理者と決定するものと

します。また、立候補または推薦が複数だった場合は、「投票による選

挙」とし、得票数が一番多い委員を会長職務代理者と決定するものと

します。なお、選挙の結果が同数の場合は抽選で決定いたします。以

上で説明を終わります。 

 

ただ今、事務局から説明がありましたが、皆様のご意見を確認しな

がら進めたいと思います。まず、立候補及び推薦について、確認を致

します。立候補される委員の方は挙手をお願いします。 

 

（挙手の有無を確認） 

 

 立候補が無いようですので、次に推薦について確認します。推薦者
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

委 員 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

は挙手をお願いします。 

 

（挙手有り） 

 

 ２番大重委員どうぞ。 

 

 ２番大重です。 

 私は、１３番牧野田委員を推薦したいと思います。 

 

 １３番牧野田委員への推薦がありましたが、他に推薦をされる委員

はいらっしゃいませんか。 

 

（他に推薦なし） 

 

 それでは、１３番牧野田委員への推薦があり、他に立候補及び指名

推薦がありませんでしたので、ただ今から「投票による採決」を行い

ます。 

まず、会長職務代理者採決の出席委員数を発表します。出席委員は

１８名であります。 

 ここで、開票立会人を指名いたします。 

 ３番市薗委員、４番市野委員、５番長野委員を指名いたします。 開

票立会人は、開票の際に開票場で立会いをお願いします。 

 ただ今から「投票による採決」を行いますが、委員の皆さんにお願

いがございます。投票が終了するまでの間、席を離れないようにお願

いします。また、私語も謹んで頂きますようお願いします。 

 それでは、投票の方法について、事務局から説明をお願いします。 

 

 投票の方法について説明いたします。 

 この後、投票用紙をお配りいたします。委員のお名前を６名ずつお

呼びいたしますので、呼ばれた委員は、その投票用紙を持って、あち

らの記載台に行き、投票用紙に「賛成」の方は〇を、「反対」の方は×

をお書きください。なお、「〇と×」以外を記載した場合や、空白で投

票された場合は無効となりますのでご注意ください。 

 

ここで、投票箱の空虚確認を致します。 

投票箱の中に何も入っていないことを各委員に確認していただき
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

ます。事務局お願いします。 

 

（空虚確認終了後） 

 

各委員に確認いたします。投票箱に異常はありませんでしたか。 

 

（なし） 

 

異常がないものと認めます。 

 それでは、投票用紙を配付します。事務局、投票用紙を配付して 

ください。 

 

（事務局による投票用紙配付終了後） 

 

投票用紙の配付漏れはありませんか。 

 

（なし） 

 

投票用紙の配付漏れはないものと認めます。 

 それでは事務局が、６名ずつお名前をお呼びしますので、前の記載

台で〇又は×を記載し、順次、投票してください。 

 

（各委員の名前を６名ずつ呼び出し） 

 

 確認いたします。投票漏れはありませんか。 

 

（なし） 

 

投票漏れなしと認めます。投票を終了いたします。 

 それでは、ただ今から開票を行います。 

 開票立会人の委員は、開票場へ移動し、立会いをお願いいたします。 

 

（事務局で開票、点検を行い、終了後に結果を臨時議長に報告） 

 

それでは、ただいまの投票の結果を報告いたします。 

 投票総数１８票のうち、有効投票数１８票、無効投票数０票、有効
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投票数のうち、賛成１８票、反対０票であります。 

 全員賛成で、会長職務代理者は、牧野田委員に決定いたしました。 

ここで、会長職務代理者に互選されました牧野田委員のあいさつを

お願いします。 

 

（会長職務代理者就任あいさつ） 

 

有難うございました。よろしくお願いいたします 

 

------------------- 日程第７ ------------------- 

 

次に日程第７、「農地利用最適化推進委員の承認」についてでござ

います。事務局の説明をお願いします。 

 

農地利用最適化推進委員の委嘱については、農業委員会等に関する法

律第 17 条第１項の規程により「農業委員会は、農地等の利用の最適

化の推進に熱意と識見を有する者のうちから農地利用最適化推進委

員を委嘱しなければならない。」とあります。 

農地利用最適化推進委員につきましては、昨年の１０月１５日か

ら１１月２８日まで公募を行いました。公募の結果、定数１２人に

対し、１４名の被推薦者及び応募があり３月１８日に前農業委員に

おいて推薦書や応募書類の記載内容、地域性などについて評価・審

議していただき、蒲生地区４名、姶良地区４名、加治木地区４名、

計１２名の農地利用最適化推進委員を候補者として選考していただ

き、本総会に提案し、承認をお願いするものです。 

なお、農地利用最適化推進委員は、農業委員会が４月１日付けで委

嘱し、任期は、農業委員の任期である令和１１年３月２２日までとな

ります。ただし、任期満了後も後任の推進委員が就任するまでは、そ

の職務を行うとなっております。 

 また、推進委員の承認につきましては、農業委員会等に関する法律

第３１条の規定により、農業委員会の委員は、自己または同居の親族

もしくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与するこ

とができないとなっております。また、今回、団体推薦の団体の代表

を委員が行っている場合がございます。利害関係による公平性確保の

ため、関係者についても議事参与の制限を準用したいと思います。よ

ろしくお願いします。以上で説明を終わります。 
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ただ今、事務局から推進委員の承認につきまして議事参与の制限の

説明がありましたが、１番の新村 秋弘氏、９番の隈原 康男氏の承

認につきましては、関係者がいらっしゃいますので、審議開始から終

了までの間、退席をお願いします。関係議案、終了後に入室、着席し

ていただきます。 

それでは、１件ずつお諮りいたします。 

 １番の新村 秋弘氏については、議事参与の制限により、関係者の

１４番宮原委員の退席をお願いいたします。 

 

（宮原委員退席） 

 

 それでは、お諮りいたします。 

 １番の新村 秋弘氏を農地利用最適化推進委員として承認するこ

とに賛成の委員の挙手をお願いします。 

 

（賛成） 

 

全員賛成ですので、１番の新村 秋弘氏を農地利用最適化推進委員と

して承認することに決定いたしました。 

 １４番宮原委員は着席をしてください。 

 

（宮原委員着席） 

 

次に、２番の中村 博明氏を農地利用最適化推進委員として承認す

ることに賛成の委員の挙手をお願いします。 

 

（賛成） 

 

 全員賛成ですので、２番の中村 博明氏を農地利用最適化推進委員

として承認することに決定いたしました。 

 次に、３番の東村 和人氏を農地利用最適化推進委員として承認す

ることに賛成の委員の挙手をお願いします。 

 

（賛成） 

 

全員賛成ですので、３番の東村 和人氏を農地利用最適化推進委員
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として承認することに決定いたしました。 

 次に、４番の福元 誠氏を農地利用最適化推進委員として承認する

ことに賛成の委員の挙手をお願いします。 

 

（賛成） 

 

全員賛成ですので、４番の福元 誠氏を農地利用最適化推進委員と

して承認することに決定いたしました。 

次に、５番の小門口 隆氏を農地利用最適化推進委員として承認す

ることに賛成の委員の挙手をお願いします。 

 

（賛成） 

 

全員賛成ですので、５番の小門口 隆氏を農地利用最適化推進委員

として承認することに決定いたしました。 

次に、６番の中尾 和久氏を農地利用最適化推進委員として承認す

ることに賛成の委員の挙手をお願いします。 

 

（賛成） 

 

全員賛成ですので、６番の中尾 和久氏を農地利用最適化推進委員

として承認することに決定いたしました。 

次に、７番の松永 政裕氏を農地利用最適化推進委員として承認す

ることに賛成の委員の挙手をお願いします。 

 

（賛成） 

 

 全員賛成ですので、７番の松永 政裕氏を農地利用最適化推進委員

として承認することに決定いたしました。 

 次に、８番の本村 正一氏を農地利用最適化推進委員として承認す

ることに賛成の委員の挙手をお願いします。 

 

（賛成） 

 

全員賛成ですので、８番の本村 正一氏を農地利用最適化推進委員

として承認することに決定いたしました。 
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 次の９番の隈原 康男氏については、議事参与の制限により、関係

者の１３番牧野田委員の退席をお願いします。 

 

（牧野田委員退席） 

 

 それでは、９番の隈原 康男氏を農地利用最適化推進委員として承

認することに賛成の委員の挙手をお願いします。 

 

（賛成） 

 

全員賛成ですので、９番の隈原 康男氏を農地利用最適化推進委員

として承認することに決定いたしました。 

 １３番牧野田委員は着席をしてください。 

 

（牧野田委員委員着席） 

 

次に、１０番の東 裕治氏を農地利用最適化推進委員として承認す

ることに賛成の委員の挙手をお願いします。 

 

（賛成） 

 

全員賛成ですので、１０番の東 裕治氏を農地利用最適化推進委員

として承認することに決定いたしました。 

次に、１１番の福ケ迫 浩二氏を農地利用最適化推進委員として承

認することに賛成の委員の挙手をお願いします。 

 

（賛成） 

 

全員賛成ですので、１１番の福ケ迫 浩二氏を農地利用最適化推進

委員として承認することに決定いたしました。 

 次に、１２番の柚木 利雄氏を農地利用最適化推進委員として承認

することに賛成の委員の挙手をお願いします。 

 

（賛成） 

 

 全員賛成ですので、１２番の柚木 利雄氏を農地利用最適化推進委
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員として承認することに決定いたしました。 

 

 以上で本日の臨時総会の議事日程はすべて終了いたしました。 

次に、「その他」ですが、事務局から説明をお願いします。 

 

〇総会等の日程について 

〇農地利用最適化推進委員の委嘱状交付式及び合同研修会の開催 

について 

〇総会・現地調査時の駐車場について 

〇写真撮影について 

 

事務局の説明が終わりました。委員の方から何かありませんか。 

 

農業委員１３番より 

〇４月の現地調査の日程及びメンバーについて 

 

 それでは、以上を持ちまして、令和８年姶良市農業委員会臨時総会

を終了いたします。 

 

皆さん、姿勢を正してください。 一同礼。 

 

 

議事録署名委員 

 

 

 

 署名委員                  

 

 

 署名委員                  

 


